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トピックストピックストピックス

国土交通大臣表彰

運転者関東運輸局長表彰

第５７回全国トラックドライバーコンテスト

　１０月２３日（木）、国土交通省において、令和７年
自動車関係功労者国土交通大臣表彰式が行われました。
　多年にわたり貨物運送事業の振興に努め、業界の発展
に寄与した功績により、茨城県からは大川功氏（大川運
輸株式会社）並びに大貫正二氏（平塚運送有限会社）が、金子恭之国土交通大臣から
栄えある国土交通大臣表彰を受賞されました。表彰式終了後には、第一ホテル東京に
おいて、全ト協主催による祝賀会が開催されました。
　誠におめでとうございました。今後、益々のご活躍をお祈り申し上げます。

　１０月７日（火）、神奈川県立青少年センターにおい
て、令和７年自動車運送事業運転者関東運輸局長表彰式
が行われました。
　茨城県トラック協会関係では、７名の方々が優良運転
者として永年の功績により受賞されました。
　誠におめでとうございました。今後、益々のご活躍をお祈り申し上げます。
　受賞者は、次の通りです。（順不同､ 敬称略）

　北澤　雅之　　常南運送株式会社	 　　　小林　将司　　吉川自動車運送株式会社
　武石金治郎　　常南運送株式会社	 　　　代々城幸夫　　吉川自動車運送株式会社
　佐藤　敏春　　株式会社ヤマガタ	 　　　岩瀬　　豊　　日本液体運輸株式会社
　小林　　明　　吉川自動車運送株式会社	 	

　１０月２５日（土）・２６日（日）の２日間、全日本
トラック協会は自動車安全運転センター安全運転中央
研修所において、「第５７回全国トラックドライバーコ
ンテスト競技会」を開催しました。
　全国の地区大会を勝ち抜いてきた１４２名 (うち女性
２７名)の精鋭ドライバーが、内閣総理大臣賞をめざし
て学科、作業前点検及び運転操作に挑みました。
　茨城県からは３名が出場し、その結果、トレーラーの部においてセンコー株式会社
茨城支店茨城車輛センターの野口佐知雄さんが接戦の中、第２位に入賞されました。
誠におめでとうございます。
　今回の出場選手が全国の職場で、トラックドライバーの模範として安全運転に努め
られることをご期待申し上げます。

トレーラーの部で２位の野口
佐知雄さん（左から２人目）
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トピックストピックス

　第３０回全国トラック運送事業者大会が１０月１５日（水）、新潟県の朱鷺メッセ
新潟コンベンションセンターで開催され、全国から約１，３００名、茨城県から２６
名が出席しました。
　大会では、トラック適正化二法施行に向けて、社会との共生を図りながらトラック
運送業界の叡智と走力を結集して、難局を打破する決意が示されました。
　全日本トラック協会の寺岡洋一会長は、「トラック適正化二法で示された内容を実
現することができれば、業界を取り巻く景色が一変する。また、今後も『全員ファー
スト、業界ファースト』を貫く」と挨拶されました。
　シンポジウムでは、「トラック適正化二法施行に向けての期待」をテーマにパネリ
ストによるパネルディスカッションを行いました。
　記念講演会では、新潟日報社相談役の小田敏三氏による「２０２５年これからの地
方創生」と題して講演がありました。
　最後に、次の１２項目の大会決議が満場一致で採択され、参加者全員でガンバロー
コールを行って大会を締めくくりました。
　
　＜決議事項＞
　一、トラック適正化二法が実効性をもって機能する
　　　ため業界の叡智と総力を結集しよう
　一、軽油引取税の暫定税率の廃止を実現しよう
　一、運輸事業振興助成交付金制度を維持しよう
　一、軽油価格カルテルを徹底的に解明させよう
　一、商慣行の見直し並びに長時間労働の是正と取引
　　　環境の改善を図ろう
　一、交通事故、飲酒運転及び労災事故を根絶しよう
　一、適正化事業の推進による法令順守の徹底を図ろう
　一、トラック・物流ＧメンとＧメン調査員の連携による荷主対策の深度化を図ろう
　一、高速道路料金の割引の拡充及び重要物流道路等広域道路ネットワークの整備。
　　　駐車スペースや休憩施設の整備・拡充を実現しよう
　一、良質なドライバーの人材確保に向けて賃上げを実施しよう
　一、カスハラ等の撲滅などによりドライバーの社会的評価の向上を図ろう
　一、新技術を活用した物流ＤＸ及び効率化を推進しよう

　１０月２９日（水）、茨城県トラック総合会館において、令和７年度第１回トラッ
ク運送業界の将来を考える特別委員会を開催しました。
　本委員会は、トラック運送業界が抱える諸問題に対し、若手経営者の視点で検討を
行うことを目的に取り組むもので、前年度に引き続き、各支部より推薦された委員１２
名により構成され、座長には流通経済大学流通情報学部の大島弘明教授が選任されま

第３０回全国トラック運送事業者大会

第１回トラック運送業界の将来を考える特別委員会
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トピックストピックストピックス

健康管理セミナー

　１０月７日（火）、茨城県トラック総合会館研修室に
おいて、全日本トラック協会主催の「健康管理セミナー
　～定期健康診断のフォローアップの手法とドライバー
の高齢化について～」を開催し、２５社３０名が参加し
ました。
　セミナーは、第１部では映像を活用しながら「健康経営について」の解説をして
いただき、第２部と第３部では、NPO法人ヘルスケアネットワーク（OCHIS）副理
事長の作本貞子氏より「健康起因事故防止マニュアル解説」について解説及び事例
紹介をしていただきました。参加者は、最後まで真剣に受講していました。

した。
　最初に小倉会長より挨拶をいただいた後、委員の方より自己紹介をいただき、大島
教授から「トラック適正化二法」について詳しく説明を受けました。
　次回に向け、「今後の委員会の進め方」について委員から発言いただき、意見交換
を行いました。

トラック運送事業者のための人材確保・労働環境改善セミナー

　１０月１７日（金）、茨城県トラック総合会館研修室
において、「トラック運送事業者のための人材確保・労
働環境改善セミナー」を開催し、２７社２９名が参加し
ました。
　株式会社コヤマ経営の小山雅敬氏を講師に招き、運転
者人材の雇用状況、運転者人材等の採用、人材が定着す
るための職場環境の整備及び人材確保・定着・働き方改
革等に対する助成金について、詳しく説明していただき
ました。参加者は、最後まで真剣に受講していました。

トピックス部会だより

　≪チャリティーボウリングコンペ・親睦交流会≫
　１０月４日（土）、大学ボウル水戸店において、令和７年度チャリティーボウリン
グコンペを開催し、３０名の部会員が参加しました。
　集まったチャリティー金の６２，４１０円は、関東トラック協会青年部会社会貢献

【青年部会】（佐藤武志部会長）
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トピックス

活動費に寄付することとし、被災地支援や全国の高等学校などの機械・自動車科で使
用する整備実習用トラック寄贈事業に協力する形で、未来のトラックに関わる人材育
成のために活用して参ります。
　また、同日に会員相互の親睦を図るため交流会を開催し、３２名が参加しました。

　≪交通事故防止教室≫
　１０月２３日（木）、つくば市立秀峰筑波義務教育
学校において、８～９年生２３５名を対象に交通事故
防止教室を実施しました。
　つくば警察署交通課並びに当協会青年部会員より、
トラックを使用した内輪差による左折巻き込み事故の
実演、トラック乗車体験による運転席からの見え方や
死角等の授業を行いました。
　生徒は、トラックは視野が広くて周りがよく見える
わけではなく、運転席からはかなり見えない所がある
事に驚き、「本日の交通事故教室で学んだ事を注意し
て道路を通行することを心掛けます」などと話してい
ました。

部会だより

　≪チャリティーゴルフコンペ≫
　９月２７日（土）、快晴の中、第９回チャリティー
ゴルフコンペをザ・オーシャンゴルフクラブ（日立市）
で開催し、３０名が参加しました。
　チャリティー募金 6万円については、交通遺児等育成基金に寄付いたします。
　ご協力頂いた皆様には深く感謝申し上げます。青年部会県北支部では、これから
も地域社会に貢献できる活動を続けて参ります。

　≪交通事故防止教室≫
　１０月２日（木）、県交通総務課による認定こども園
常北保育園（東茨城郡城里町）の交通事故防止教室に
参加しました。

【青年部会】（県北支部）

【女性部会】（飯島智佳子部会長）
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委員会・部会だより

　腹話術人形の「ケンちゃん」が警察官と掛合いをし
ながら横断歩道を渡る際の注意点やシートベルトの着
用など、交通安全のポイントを分かりやすく伝え、　
園児の皆さんは熱心に聞かれておりました。　
　今後も女性部会では、未来ある子供たちが交通事故
に遭わないよう、交通安全を呼びかけていきます。

　１０月２１日（火）、水戸支部は茨城県トラック総
合会館において、「経営者セミナー」を開催し、３２
名が参加しました。小圷支部長より挨拶を行った後、
社会保険労務士法人Ｒ＆Ｓ協働事務所の飯塚俊哉氏よ
り、「職場のハラスメント対策 ～パワーハラスメント
を中心に～」について詳しく説明いただきました。
　参加者は、最後まで熱心に受講していました。

　≪研修会・交流会≫
　１０月２４日（金）、女性部会では研修会・交流会を
開催し、１７名が参加しました。
　研修会は２部構成で、第１部では、茨城県警察本部
（水戸市）の視察研修を行い、通信指令室、交通管制セ
ンターに関する説明を受けました。第２部では、県警
交通総務課の飯村利香様、茅根ゆかり様、山田純子様
を講師に迎え、女性部会の社会貢献事業である交通安
全活動における企画、運営等について講話をいただく
とともに意見交換を行い、大変参考になりました。
　研修会終了後は、講師３名を交えて部会員との交流
会を実施し、大変有意義な機会となりました。

　≪第２回勉強会≫
　１０月２８日（火）、茨城県トラック総合会館におい
て、第２回勉強会を開催しました。
　六興実業株式会社代表取締役の段林修平氏を講師に迎
え、「原価計算のススメ」「人が集まる会社づくりのスス
メ」について学びました。悩みを共感することで解決に
向かうヒントを得られる機会となり、自社に反映していきたいとの意見等がありま
した。次回は、「人が集まる会社づくりのススメ」等を行う予定です。

【水戸支部　令和７年度経営者セミナー】（小圷正広支部長）

トピックス

トピックス

部会だより

支部だより
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委員会・部会だより協会だより

令和８年の新春を迎えるにあたり、関係行政機関をはじめ、各界から多数のご来

賓をお迎えし、「令和８年新春賀詞交歓会」を開催致します。

つきましては、会員事業者の皆さまにはご多忙のことと存じますが、情報交換の

良い機会でもございますので、万障お繰り合わせのうえ多数ご参加いただきますよ

うご案内申し上げます。

記

１．日 時 令和８年１月１３日（火）

１６時００分～１８時００分（予定）

２．場 所 ホテルレイクビュー水戸

水戸市宮町１－６－１

電話：０２９－２２４－２７２７

３．主 催 一般社団法人茨城県トラック協会

陸上貨物運送事業労働災害防止協会茨城県支部

４．会 費 １人 ５，０００円

当日、徴収させていただきます。

※なお、当会費につきましては不課税となります。

５．申込方法 別添「申込書」に必要事項をご記入いただき、ＦＡＸにてお

申し込みください。

６．申込期限 令和７年１２月１６日（火）

７．お問合せ先 一般社団法人茨城県トラック協会

担当：総務部 小松崎・山田・皆川

電話：０２９－３０３－６３６３

令和８年新春賀詞交歓会のご案内令和８年新春賀詞交歓会のご案内
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協会だより適正化だより協会だより

令和８年新春賀詞交歓会参加申込書

令和７年 月 日

（一社）茨城県トラック協会 行

ＦＡＸ：０２９－２４３－５９３６

御 社 名：

ご連絡先電話番号：

ご担当者様：

役 職 名 氏 名

※ 名簿作成のため、役職名については、正確にご記入ください。

（例：代表取締役、代表取締役社長、取締役営業部長 等）

※ １１２２月月１１６６日日（（火火））ままででににおお申申しし込込みみくくだだささいい。
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協会だより協会だより

適適齢齢ドドラライイババーー研研修修会会のの開開催催ににつついいてて

ドライバー不足が深刻化している状況下、若年ドライバーや女性ドライバーの採用・育成

はもちろん、適齢（概ね６０歳以上）ドライバーのさらなる雇用も今まで以上に考えていかな

ければなりません。

適齢になってもドライバーとして働き続けていってもらうためには、加齢に伴う身体機能

の変化、必要な健康管理のポイント、働く意欲やモチベーションの維持・向上に対する認識が

必要になってきます。

こうした状況を踏まえ、茨城県トラック協会では適齢ドライバー向けの標記研修会を下記

の日程により開催いたします。参加ご希望の方は、申込書をご記入の上、開催日の１０日前ま

でにＦＡＸまたは、セミナー予約システム『 』にてお申込

み下さい。

記

１．開催日時

開催日 実施時間

第２回 令和７年１２月１０日 水 １０時～１６時まで 受付９時３０分～

２．場 所 茨城県トラック総合会館 研修室

３．内 容 ①加齢による身体の変化 ②事故事例から考える

③管理者から見た加齢による影響 ほか

４．受講者枠 １００名（先着順）

５ 対 象 適齢ドライバー、管理者又は代表者 ほか

６．問合せ先 茨城県トラック協会 業務部 飯島・中村

電話：０２９－３０３－６３６３

適適齢齢ドドラライイババーー研研修修会会参参加加申申込込書書
令和７年 月 日

茨城県トラック協会 あて ＦＡＸ：０２９－２４３－５９３６

会 社 名
住 所
連 絡 先

参加者

氏 名 役職

氏 名 役職  

適齢ドライバー研修会の開催について
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協会だより適正化だより協会だより

「「適適正正原原価価管管理理のの実実現現にに向向けけたた

標標準準的的運運賃賃活活用用セセミミナナーー」」のの開開催催ににつついいてて

物流の 2024 年問題等、厳しい事業環境において、持続的な事業運営のために、適正運賃

収受をするために、原価に基づく合理的な運賃設定を行う必要があります。そのために、標

準的運賃は根拠を示す効果的なツールであり、荷主との対話において説得力を生む武器とな

ります。本セミナーでは、自社原価と標準的運賃を照らし合わせた分析手法を学び、積込・

取卸料、附帯作業、燃料サーチャージ等を適正に収受するための提案力も養成します。さら

に、問題演習を通じて、原価計算及び原価管理を理解し、実践の交渉に活かせる資料作成と

説明テクニックを習得します。原価を「見せる力」に変え、攻めの価格交渉を実現するため

の実務的スキルを体系的に学ぶセミナーとして開催させていただきます。

つきましては、参加ご希望の方は、申込書にご記入の上、１２月１０日 水 までにＦＡＸ

または、セミナー予約システムにてお申込み下さい。

※セミナー予約システム『 』

記

１．日 時 令和７年１２月１７日（水）１３：３０～１７：００

２．場 所 茨城県トラック総合会館 研修室

３．講 師 合同会社サプライチェーン・ロジスティクス研究所 久保田 精一氏

４．内 容 「標準的な運賃」の活用・原価計算、原価管理の理解と活用

効果的な運賃交渉・原価計算、運賃交渉におけるＡＩ活用 ほか

５．受講者枠 各１００名（先着順）

６．そ の 他 計算演習を実施しますので、電卓の持参をお願いします。

７．問合せ先 茨城県トラック協会 業務部 電話：０２９－３０３－６３６３

「「適適正正原原価価管管理理のの実実現現にに向向けけたた標標準準的的運運賃賃活活用用セセミミナナーー参参加加申申込込書書
令和７年 月 日

茨城県トラック協会 あて ＦＡＸ：０２９－２４３－５９３６

会 社 名
住 所
連 絡 先

参加者

氏 名 役職

氏 名 役職  

適正原価管理の実現に向けた標準的運賃活用セミナーの開催案内
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～この度、茨城県トラック協会では、関彰商事株式会社様において会員限定の専用相談窓口を開設しました。～

茨城県トラック協会会員限定

デジタル化相談窓口開設

令和

こんなお悩みございませんか。

◆ 事務所にインターネットを繋ぎたい！

◆ メールアドレスを作りたい！

◆ パソコンが欲しい！

◆ 業務効率化のためのシステムを導入したい！

◆ システムをクラウド化していきたい！

◆ 事務所のセキュリティを強化したい！

でも、どこに相談していいかわからない、、、、

お気軽にご相談ください！！
～相談料は無料です。～

ご連絡先
関彰商事株式会社
関彰サポートセンター（フリーダイヤル）

TEL：0120-258-569

※注意事項

⚫ お電話いただく際は、会社名と茨城県トラック協会の会員であ

る旨をお伝えください。

⚫ 内容によっては後日ご訪問させていただく場合がございます。

⚫ PC障害等の対応は出来かねます。

⚫ 受付時間：平日 9:00～17:00（土・日・祝日・祭日は除く）

令和 5年１月１５日より

令和

～この度、茨城県トラック協会では、関彰商事株式会社様において会員限定の専用相談窓口を開設しました。～

茨城県トラック協会会員限定

デジタル化相談窓口開設

令和

こんなお悩みございませんか。

◆ 事務所にインターネットを繋ぎたい！

◆ メールアドレスを作りたい！

◆ パソコンが欲しい！

◆ 業務効率化のためのシステムを導入したい！

◆ システムをクラウド化していきたい！

◆ 事務所のセキュリティを強化したい！

でも、どこに相談していいかわからない、、、、

お気軽にご相談ください！！
～相談料は無料です。～

ご連絡先
関彰商事株式会社
関彰サポートセンター（フリーダイヤル）

TEL：0120-258-569

※注意事項

⚫ お電話いただく際は、会社名と茨城県トラック協会の会員であ

る旨をお伝えください。

⚫ 内容によっては後日ご訪問させていただく場合がございます。

⚫ PC障害等の対応は出来かねます。

⚫ 受付時間：平日 9:00～17:00（土・日・祝日・祭日は除く）

令和 5年１月１５日より

令和
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令
和
７
年
度
茨
城
県
男
性
育
児
休
業
取
得

促
進
に
係
る
セ
ミ
ナ
ー
及
び
研
修
実
施
業
務

採用獲得
＆

定着率向上

家族の
絆を強める

助成金
活用

職場の
イメージUP

対面▶2025年11月21日(金)  ／  オンライン▶2025年12月25日(木)　※先着順にて受付、定員に達し次第、締切

セントワークス株式会社　一之瀬 幸生氏

2025年

会場：茨城県庁9階901会議室

対 面 開催 オンライン開催

申込締切

講　　師

１2/8 月 14：00－16：00

定員：20名 定員：20名

（水戸市笠原町978-6）

2026年

Zoom使用
１/19 月 14：00－16：00

内 容

社会環境の変化
男性育休への理解
男性育休とウェルビーイング経営
これからのチームマネジメント
（イクボスマネジメント）

育児・介護休業法の概要・要点の紹介
＜制度紹介／茨城労働局より＞

県内企業向け

主催：茨城県
受託：株式会社セキショウキャリアプラス

裏面もご覧ください

参加費
無料

対面▶2025年12月18日(木)  ／  オンライン▶2026年1月14日(水)　※先着順にて受付、定員に達し次第、締切

株式会社ワーク・ライフバランス
コンサルタント／大畑 愼護氏

経
営
者
・
人
事
等
担
当
者
向
け

育
児
休
業
取
得
予
定
・
希
望
者
向
け

詳細・申込はこちらから▶
https://www.sekisho-career.co.jp/event/R7ibaraki_ikukyu/

申込締切

父親も当事者として積極的に育児に関わる時代となり、育児休業を取得する男性が増えております。
男性育休の取得は、取得者とその家族だけではなく、企業にとってもメリットがあります。
育児・介護休業法について理解を深め、取得希望者が安心して育休を取得できるよう、
社内の風土・環境・制度を見直してみませんか？
また、育児休業の取得を考えている男性は、取得にあたって不安な気持ちを解消しませんか？

参加要件：茨城県に事業所がある企業に所属していること

講　　師

対  象

2026年

会場：茨城県庁11階1102･1103
共用会議室

対 面 開催 オンライン開催

１/9 金 14：00－16：00

定員：50名 定員：50名

（水戸市笠原町978-6）

2026年

Zoom使用
2/5 木 14：00－16：00

内 容

産前産後こそ父親が必要な理由
育休期間の過ごし方、工夫を知ろう
育休までの壁を乗り越える

育児・介護休業法の概要・要点の紹介
＜制度紹介／茨城労働局より＞

研
修

セ
ミ
ナ
ー

２

1

社員・部下が男性育休の取得予定があるまたは男性育休の社内制度の整備を進めたい企業の
経営者や人事・総務・経営企画担当者の方

男性育休・産後パパ育休を取得予定または今後取得を希望する方対  象

仕事と
家庭の
両立

取得促進
研修＆セミナー
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男性育休
取得促進

下記専用フォームからお申込みください▼

https://www.sekisho-career.co.jp/event/R7ibaraki_ikukyu/

詳細・申込はこちらから

■いずれも先着順にて受付、定員に達し次第締め切り。
■フォームからお申込みいただいた際に、自動返信にて申込受理通知メールが届きますが、別途、運営事務局より参加決定通知メールをお送りします。
■ご入力いただいた個人情報は、当事業および関連する事業以外では使用いたしません。

お問合せ先：茨城県産業戦略部労働政策課

一之瀬 幸生氏

旅行会社時代、家庭を大切にしながら働く人 と々接するたびに
恒常的な長時間労働が慢性化している当時の日本人の働き方に
疑問を持ち、職場で働き方改革を進める。
2013年ワーク・ライフバランスを普及したいとセントワークスに
入社。企業、自治体などへワーク・ライフバランスサービスを提
供。ファザーリング・ジャパン講師としても活動。
第一子の出産時に育休を数日取得。それでは足りなかったことが
わかり、第二子の出産時に1カ月育休を取得。現在は、短時間勤
務をし、妻と協力して育児・家事を行う。公私で男性育休を応援。

セントワークス株式会社 Sachio Ich inose講 師

経営者・人事・総務・経営企画担当者向け1

育休取得

実績あり

時短
勤務中

研 修

029-301-3635 受付／平日9：00～17：00 rosei1@pref.ibaraki.lg.jp

育休取得実績あり」

大畑 愼護 氏
2013年株式会社ワーク・ライフバランスに参画。働き方改革コ
ンサルタント。全社改革のためのプラン設計・アサーティブコ
ミュニケーションや、役職、職種を超えて幅広いステークホル
ダーとの対話を通じた風土変革を得意とする。経営企画室長を
兼任。WLB社の新しい働き方・人材開発・組織開発を担う。
各回約500名以上が申し込む『男性育休推進研修定額制サービ
ス』企業型父親学級の講師としても活躍。参加者満足度は平均
97%以上。東京都「育業の普及促進に向けた啓発事業」選考
委員、和歌山県特別職非常勤職員（子育て社員応援アドバイ
ザー）などにも就任。3児の父であり、第三子出生後、1年間の育
児休業を取得し、家族5人でフィジーに移住した経験を持つ。

株式会社ワーク・ライフバランス
コンサルタント Shingo Ohata講 師

セミナー育児休業取得予定・希望者向け２

■埼玉県　■東京都
■新宿区　■大阪市　■仙台市　その他多数

（女性活躍推進、働き方改革、男性育児休業促進  等）

登壇実績(官公庁事業)

■厚生労働省　■子ども家庭庁
■東京都　■長野県   その他多数

（男性育児休業促進、働き方改革  等）

登壇実績(官公庁事業)

育休取得

実績あり

https://yell.pref.ibaraki.jp/

働き方改革や女性活躍に関する県内企業の取組
状況や優良事例、各種支援策等を発信しています。
お役立ち情報満載、あなたの働き方改革を応援します！

あなたにエール！
いばらき女性活躍・働き方応援ポータルサイト

ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
の
ご
案
内

〒
３
１
０
ー
８
５
５
５

水
戸
市
笠
原
町
９
７
８
ー
６

千波湖

至日立ひたちなか至那珂IC

至土浦至岩間IC

至
水
戸
南
I
C

サントル千波

酒門町

水戸
IC

JR常磐線

米沢町

友部JCT 北関東自動車道

米沢町東

常
磐
自
動
車
道

茨城町東IC

50

50

赤塚駅 水戸駅

50

30

東
野
町

茨城県庁

対
面
会
場
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全日本トラック協会と都道府県トラック協会では、

11月を「トラック運送業界のCO２排出量把握促進月間」とし、

「エコドライブ推進月間」と連携した、事業者におけるCO２排出量

の把握と削減を促進させるキャンペーンを実施します。

（公社）全日本トラック協会／都道府県トラック協会

エコドライブエコドライブ
2050年のカーボンニュートラルを目指して2050年のカーボンニュートラルを目指して

11月

エコ
ドライ

ブ推進月間

排出量把握促進月間CO2

C
O

２排出量把握促
進月

間

（公社）全日本トラック協会
「ＣＯ２排出量簡易算定ツール」

ウェブサイト

自
社
車
両
の

Ｃ
Ｏ
２
排
出
量
を

把
握
し
よ
う
！

Ｃ
Ｏ
２

排
出
量

簡
易
算
定
ツ
ー
ル
を

活
用
し
よ
う
！



─28─

行政等だより適正化だより行政等だより



─29─

行政等だより適正化だより行政等だより



─30─

適正化だより適正化だより行政等だより



─31─

適正化だより適正化だより行政等だより

令和７年１０月吉日 

茨城県内運送事業者の皆様へ 
 

適性診断実施時間の変更について（茨城） 

 

 謹啓 

 平素は当機構の適性診断をご利用いただき誠にありがとうございます。 

現在、法改正により初任診断の需要が急増したため適性診断予約が取りづらい状況が続い

ております。対策としまして適性診断予約枠の拡大を行うために茨城支所にて実施してい

る適性診断受入れ時間を変更することと致しました 

つきましては令和８年 1月 1日より下記時間帯の診断実施となりますので、 

ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

謹白 

開催回  受付時間 診断開始時間 

１１ララウウンンドド  
AM 

8：4０～ 9：00 9：00～ 

２２ララウウンンドド  10：00～10：30 10：30～ 

３３ララウウンンドド  
PM 

13：00～13：30 13：30～ 

４４ララウウンンドド  14：30～15：00 15：00～ 

予約方法 

◆インターネット（２２カカ月月先先の同日まで予約可能） 

  予約用の ID・パスワードをお持ちでない方は下記連絡先までご連絡ください。 

※予約 IDは事業者様及び貨物軽自動車運送事業にのみ発行が可能です 

   個人で診断を希望される場合はお電話にてご予約ください。 

◆電話（１１カカ月月先先の同日まで予約可能） 

  個人で診断を受ける方は下記の番号までご連絡ください。 

 

 ※特定診断（Ⅰ・Ⅱ）についてはこれまで同様お電話での予約受付となります。 

  原則１ラウンド及び３ラウンドのご案内となりますのであらかじめご了承ください。 

 

独立行政法人 自動車事故対策機構 茨城支所  

 〒310-0026                

 茨城県水戸市泉町 3-1-28 第二中央ビル 4階 

 電話 029-226-0591 ナスバHP 診断予約システム 
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令和7年度 第2回
運行管理者試験のご案内

試験方法は「CBT 試験」で行います。（筆記による試験は実施しません。）  
●   CBT 試験とは、テストセンターにおいてパソコンを使用して行う試験方法のことです。（CBT＝ Computer Based Testing）
 　問題用紙やマークシートを使用せず、パソコンの画面に表示される問題を見てマウス等を用いて解答する試験です。

試験会場 問題画面（イメージ）

●   試験会場と日時は指定された範囲内で申請者が選択できます。
 　 また、空きがあれば試験会場と日時を変更することができます。

会場日時予約画面（イメージ）

申 請 方 法 インターネット申請（書面での申請はできません。）
複数回の試験を申込むことはできません。貨物試験、旅客試験を含めて一人 1 回限りです。

令和 7 年 12 月 8 日（月）～ 令和 8 年 1 月 14 日（水）
試 験 期 間 令和 8 年 2 月 14 日（土）～ 3 月 15 日（日）の間で、CBT試験

専用サイトにて指定された試験会場、日時から申請者が選べます。
（試験結果は 4 月 1 日に公表する予定です。）

試 験 会 場 貨物試験、旅客試験とも全国 47都道府県にある試験会場で受験できます。

６,０００円（非課税）
この他、次のうちいずれか１つの費用が別途必要となります。
　・新規受験申請：６６０円（税込）（システム利用料）
　・再 受 験 申 請：８６０円（税込）（システム利用料、事務手数料）
試験結果レポートを希望される方は、さらに次の費用が必要となります。
　・試験結果レポート手数料：１４０円（税込）

受 験 資 格 実務経験者
・  自動車運送事業（貨物軽自動車運送事業を除く。）の用に供する事業用自動車又は特定第二

種貨物利用運送事業者の事業用自動車の運行管理に関し、1 年以上の実務の経験を有する方
基礎講習修了者
・ 国土交通大臣が認定する講習実施機関において、平成 7 年 4 月 1 日以降の試験の種類に応

じた基礎講習を修了（修了予定の方は、令和 8 年 2 月 4 日までに修了）した方

申請の受付期間

受験手数料等

JPM3 /

JPM4 /
745 3 3 45 45549

745 3 3 45 45549

 

Japan

問題文

1

マウスで
解答を選択
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CBT 試験の流れ

受
験
申
請
サ
イ
ト

STEP

01 受験の申請 受験の申請に必要な情報を入力します。
● メールアドレスの登録・確認
● 申請情報の入力
● 受験資格情報の入力
＊実務経験１年以上の受験資格で申請する場合は、実務経験承認者の情報が必要です。
＊ 基礎講習修了予定で申請する場合は、講習修了後、速やかに基礎講習修了証書等をアッ

プロードしてください。
● 本人確認書類・顔写真のアップロード
申込が受理されると、運行管理者試験センターから「受験申請受付のお知らせ」
のメールが届きます。
＊申請の受付期限までに STEP1の手続きを完了してください。

・
・
・
・
・
・
・
・
・
▼
STEP

02 書類の審査 提出書類の審査が完了するまでお待ちください。審査は 1 週間～10 日ほど時間
がかかります。
＊基礎講習修了予定で申請する場合、基礎講習修了証書等の写しが未提出の方は書類
の審査が完了しません。また、令和 8年2月4日までに基礎講習修了証書等の写し
が未提出の方は受験できません。

・
・
・
・
▼
STEP

03 書類審査完了のご案内 提出書類の審査完了後に運行管理者試験センターから「CBT 試験会場予約等の
手続きのご案内」のメールが届きますので、その後に試験会場と試験日時を予約
し受験手数料等を支払ってください。・

・
・
・
▼ ＊審査完了後は、所定の期日までに会場・日時の予約が必要です。

Ｃ
Ｂ
Ｔ
試
験
専
用
サ
イ
ト

STEP

04 CBT試験専用サイトへアクセス 「CBT 試験会場予約等の手続きのご案内」のメールに記載されている受験申請サ
イト内のマイページにアクセスし、「受験申請受付のお知らせ」のメールに記載さ
れた申請者配布番号、氏名（カナ）、生年月日を入力して「確認」ボタンを押すと
申請情報の画面が表示されます。次に同画面の「試験会場の予約／受験手数料等
の支払」ボタンを押し、CBT 試験専用サイトの予約試験一覧画面から「試験を予
約する」ボタンを押して、会場予約を開始してください。

・
・
・
・
▼
STEP

05 試験会場と日時の選択・お支払 希望する試験会場及び日時を選択・予約したのち、受験手数料等の入金の手続を
してください。支払方法は、コンビニ決済、クレジットカード決済、ペイジー決済
から選択できます。
＊支払方法がコンビニ決済、ペイジー決済の場合は、令和 8年 2 月13日までに試験
会場等の予約をして、会場予約時に送られるメールに記載された支払期限までに受
験手数料等の支払いを完了してください。
＊支払方法がクレジットカード決済の場合は、令和 8年 2 月13日までに試験会場等
の予約及び受験手数料等の支払を完了してください。

・
・
・
・
・
・
▼
STEP

06 申請手続完了 入金完了後、試験会場の案内等が記載された「受験確認書」がメールで送信され
ます。
＊受験確認書メールが届かない場合は、手続きが完了していない場合がありますので、
下記問い合わせ先の運行管理者試験コールセンターまでご連絡ください。なお、受
験確認書は郵送されません。

・
・
・
・
▼

試
験
当
日

STEP

07 試験当日 受験確認書メールに記載された試験日の受付締切時間までに、顔写真付き本人確認
書類（運転免許証等）及び受験確認書メール（スマートフォンに表示も可）を持参のうえ、
予約した試験会場へ来場し、受験してください。（受験確認書メールを持参しなくても受
験は可能です。試験会場、試験日時、受付締切時間、注意事項等についてご確認ください。）
＊試験当日、受付締切時間に遅れたり、顔写真付き本人確認書類を提示いただけない
場合は、いかなる理由でも受験できません。
＊試験会場では受験者用の駐車場を確保しておりませんので、なるべく公共交通機関
をご利用ください。

ＣＢＴ試験の体験版はこちらから 申請手続きの詳細は、運行管理者試験センター
のホームページを参照してください。

https://www.prometric-jp.com/personal/unkan/procedure/ ホームページ  https://www.unkan.or.jp/

【お問い合わせ】運行管理者試験コールセンター
ＴＥＬ 03－6 63 5－9 4 0 0
　　　　（平日9時～17時はオペレータ対応）

 申請に関するお問い合わせは1番、試験会場予約及び試験当日に関するお問い合わせは2番を押してください。
 ※オペレータ対応時間外は自動音声案内のみの対応となります。

試験
センター

申請情報入力

受験申込受付

試験
センター次に試験会場と

日時の予約へ

審査中

審査完了

CBT

CBT試験専用サイトの会場予約画面

CBT

￥会場・日時の予約

受験確認書
受験番号
試験日
試験開始時間
受付締切時間
試験名
試験会場名
注意事項

CBT
受験確認書
氏名
受験番号
試験名
試験会場
試験日
試験時間
注意事項

受験確認書
メール



─34─

適正化だより適正化だより行政等だより

令令 和和 ７７ 年年 11 11 月月  

      茨茨城城県県警警察察本本部部交交通通総総務務課課  

NNoo..３３６６  

                                    
 

令令和和７７年年 1100 月月末末  のの  交交通通死死亡亡事事故故のの特特徴徴【【発発生生件件数数6600件件、、死死者者6622人人】】         

○○  本本県県のの死死者者    6622人人          前前年年比比    －－1144人人      全全国国ワワーースストト第第1100位位  
◇ 人口10万人当たり           2.22人 （全全国国ワワーースストト第第1188位位） 

      ◇ 自動車１万台当たり         0.23人 （全全国国ワワーースストト第第3322位位） 
      ◇ 道路千キロメートル当たり   1.12人 （全全国国ワワーースストト第第3377位位） 

○○  全全国国のの死死者者数数    22,,000055人人、、前前年年比比  －－112233人人（（増増減減率率  --55..88％％））  

◆◆    「「高高齢齢者者」」のの死死者者数数  3377人人  ((構構成成率率  5599..77%%))、、前前年年比比－－６６人人      ((全全国国ワワーースストト第第９９位位))  

◆◆    「「飲飲酒酒運運転転」」にによよるる死死亡亡事事故故はは６６件件、、前前年年比比＋＋２２件件  

◆◆    「「高高齢齢者者」」がが第第１１当当事事者者ととななるる死死亡亡事事故故はは2244件件、、前前年年比比－－８８件件  

◆◆    シシーートトベベルルトト非非着着用用のの死死者者数数はは1144人人、、前前年年比比＋＋２２人人  

◆◆    県県西西地地域域でで2211人人  ((構構成成率率  3333..99%%))  
      
【【交交通通死死亡亡事事故故のの主主なな特特徴徴】】  

 

  
((11))  市市  町町  村村  
   ※高速道路を除く 

◇ 多発市町村 10人～ 水戸市(-1) 
        ５人～ 筑西市(+4) 

((22))第第11当当事事者者のの  
年年齢齢層層（（件件)) 

◇ 70歳以上 19件(-6)  
20歳代(-5) 10件(-3) 

◇ 高齢者 24件(-8),青少年 ７件(-2) 

((33))  

第第11当当事事者者のの
違違  反反  ((件件))  

◇ 一時不停止 12件(+9) 
前方不注意 10件(-9)，運転操作不適 ８件(-1) 

飲飲  酒酒  運運  転転
          ((件件)) 

◇ 飲酒運転による交通死亡事故 ６件(+2) 

((44))  状状  態態 
◇  四輪車 32人(±0) うち同乗 ８人(+1),歩行者 16人(-9) うち横断中 10人(-8) 

自転車 ５人(-5),二輪車 ９人(±0) 

((55))  シシーートトベベルルトト 
◇ 四輪乗車中 32人 

うちシートベルト非着用 14人(43.8%),着用 17人(53.1%),着用不明 １人(3.1%) 
  非着用14人中､10人(71.4%)は着用していたら助かった可能性あり 

((66))  時時間間・・昼昼夜夜 
◇  時間帯別 10～12時(+2)，16～18時(-1) 各８人 
◇  昼間 38人(-5) 構成率 61.3%,夜間 24人(-9) 構成率 38.7% 

 
((77))  事事  故故  類類  型型  

 

◇ 人対車両 15人(-10),うち横断中 10人(-8) 
◇  車両相互 29人(-3),うち出会い頭 20人(+13) 
◇  車両単独 18人(±0),うち工作物 13人(-1) 
◇  列車 ０人(-1) 

((88))  死死者者のの年年齢齢層層  
◇ 80歳以上 20人(-7),70歳代 15人(+1) 
◇ 高齢者 37人(-6) 構成率 59.7%,青少年 ４人(±0) 構成率 6.5% 

特特  記記  事事  項項  

◇ 令和７年10月中の死亡事故(発生件数８件,死者数８人)の特徴 
・死者の年齢別では、高齢者が６人(75.0％) 
・事故類型別では、出会い頭が３件 
・昼夜別では、昼間が５件(62.5％) 

※注１ ｢青少年」とは16歳以上24歳以下、「高齢者」とは65歳以上をいう。 

２ ｢飲酒運転｣とは原付以上が第1当事者となった事故で、その運転者が飲酒していた場合をいう。 
３ (   )内は前年比 

 

～～ 令令 和和 ７７ 年年 11 00 月月 末末 のの 交交 通通 死死 亡亡 事事 故故 ～～  
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１０月２日(木)・３日(金)の２日間、茨城県トラック総合会館研修室において、
貨物自動車運送事業安全規則第１０条第２項の規定に基づく「事業用自動車の

運転者として常時選任するために新たに雇い入れた者（初任運転者）」を対象と

する初任運転者講習会を開催しました。第７回目の今回は、３２事業所から３２

名が参加しました。 
茨城県貨物自動車運送適正化事業実施機関の指導員４名により、「運転者に対

して行う指導及び監督の指針」に基づき、実車を用いた指導を除く１２時間につ

いて、一般的な指導及び監督の実施マニュアル、事業用トラックドライバー研修

テキストの他、ＤＶＤ教材を用いて関係法令、飲酒運転事故事例、ＳＡＳ検査の

重要性、さらには「危険の予測及び回避」における実際のドライブレコーダー映

像を用いた教材を活用しながら講習会を実施しました。両日とも講習内容の把

握を目的とする理解度テストを実施しながら、受講者全員で講習内容の理解を

深めました。 
受講者の方々は熱心に聴講され、指導講習会について「初任運転者として必要

とする基本的な知識や実例を用いた動画等による説明が多く分かり易かった。

本講習会で学んだ知識を参考にしながら今後の事故防止に努めます」等の意見

が聞かれ、安全運転・事故防止についての意識を高めることができました。 
 

令令和和７７ 年年度度第第７７ 回回

「「初初任任運運転転者者にに対対すするる特特別別なな指指導導講講習習会会」」をを開開催催

　１０月２日 ( 木 )・３日 ( 金 ) の２日間、茨城県トラック総合会館研修室において、
貨物自動車運送事業安全規則第１０条第２項の規定に基づく「事業用自動車の運転者
として常時選任するために新たに雇い入れた者（初任運転者）」を対象とする初任運
転者講習会を開催しました。第７回目の今回は、３２事業所から３２名が参加しまし
た。
　茨城県貨物自動車運送適正化事業実施機関の指導員４名により、「運転者に対して
行う指導及び監督の指針」に基づき、実車を用いた指導を除く１２時間について、一
般的な指導及び監督の実施マニュアル、事業用トラックドライバー研修テキストの他、
ＤＶＤ教材を用いて関係法令、飲酒運転事故事例、ＳＡＳ検査の重要性、さらには「危
険の予測及び回避」における実際のドライブレコーダー映像を用いた教材を活用しな
がら講習会を実施しました。両日とも講習内容の把握を目的とする理解度テストを実
施しながら、受講者全員で講習内容の理解を深めました。
　受講者の方々は熱心に聴講され、指導講習会について「初任運転者として必要とす
る基本的な知識や実例を用いた動画等による説明が多く分かりやすかった。本講習会
で学んだ知識を参考にしながら今後の事故防止に努めます」等の意見が聞かれ、安全
運転・事故防止についての意識を高めることができました。
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初初任任運運転転者者教教育育のの開開催催ににつついいてて

（一社）茨城県トラック協会では「初任運転者特別講習」を「貨物自動車運送事

業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針の一部を改正する

告示」（国土交通省告示第１３６６号）に基づき初任運転者に対する座学の１５時

間以上の教育について、実車を用いて指導する項目を除く教育（１２時間）を協会

が事業者に代わって開催しますのでご案内します。  
 

記  
 
１１ 初初任任教教育育開開催催日日及及びび時時間間   

 毎月開催

 午前９時３０分から午後４時３０分まで

＊座学１２時間の教育内容を、２日間で教育を行います。

２２ 開開催催場場所所   
茨城県トラック総合会館 （防災・研修センター）  
茨城県水戸市見川町 2440－1 TEL029-303-7201（適正化事業部）  

 
３３ 初初任任運運転転者者教教育育内内容容   

座学１２時間：初任教育カリキュラム参照（別添）  
なお、実車を用いた教育（積載方法、日常点検及び車高等のトラックの構造

上の特性）については、各事業者において３時間以上実施すること  
 

４４ 教教育育対対象象者者   
初任運転者（運転手として新たに雇い入れた者で、営業用トラックの経験がな

い、あるいは経験はあるが３年以上のブランクのある方が対象になります）  
 
５５     申申込込みみ方方法法   

毎月、開催日の５日前迄を締切りとし、別紙により「初任運転者教育申込書」

を または、セミナー予約システム

にてお申込み下さい。

（担当者 適正化事業部 郡司（孝）・冨永）  
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初任運転者に対する特別な指導教育カリキュラム
教 育 内 容 時間 実施機関 備考

１. 運転の心構え トラック輸送の社会的重要性、事故の社会的影響、
交通事故統計を用いた教育、安全運行の心構え

２. 安全確保の遵守すべき基本的事項 トラック運行に係る法令、義務を果たさない場合の
影響の把握

３. 構造上の特性 トラックの特性に合わせた運転、トレーラーの特性
に合わせた運転、貨物の特性を理解した運転

４. 正しい積載方法 偏荷重の危険性、安全輸送のための積付け・固縛の
方法、荷崩れ防止のための走行中の留意事項

５. 過積載の危険性 過積載による事故要因と社会的影響、過積載による
罰則、過積載の防止

６. 危険物運搬上の留意事項 危険物の性状、危険物輸送の基本的事項、タンク
ローリー運行上の注意事項

７. 運行経路等の道路及び交通状況 適切な運行経路の選択と経路情報の把握、許可運送
における経路選択

８. 危険予測及び回避 危険予測運転の必要性、危険予測のポイント、危険
予知訓練、指差呼称及び安全呼称、緊急時における
適切な対応

９. 運転適性に応じた安全運転 適性診断の必要性、適性診断結果の活用方法

10. 運転者の生理及び心理的要因 交通事故の生理的・心理的要因、過労運転防止の
ための留意点、飲酒や薬物影響による危険運転防止
のための留意点、ヒューマンエラーを防ぐために

11. 健康管理の重要性 健康起因の事故と健康管理の必要性、健康管理の
ポイント

12. 安全性の向上を図るための援装置
を備える運転方法

運転支援装置に係る事故の事例、運転支援装置の
性能及び留意点

１. 日常点検業務 日常点検、点検簿等の記載要領

２. 特性に応じた運転方法 車高、車長、車幅に合わせた運転と死角等

３. 積載方法及び固縛方法 積付け、固縛要領

教　育　項　目

実
車
使
用

小　計　　３時間
合　計　　１５時間以上（法定義務）

小　計　１２時間

茨
城
県
ト
ラ
ッ
ク
協
会

国
土
交
通
省
発
行
　
一
般
的
な
指
導
及
び
監
督
の
実
施
マ
ニ
ュ
ア
ル
及
び
D
V
D
等
を
使
用

事
業
者
が
実
施

３
時
間
以
上

１２
時間
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別紙  
（（一一社社））茨茨城城県県トトララッックク協協会会適適正正化化事事業業部部 行行きき   
FFAAXX::００２２９９－－３３００３３－－７７２２００２２   

令令和和 年年 月月 日日   

（（一一社社））茨茨城城県県トトララッックク協協会会会会員員専専用用初初任任運運転転者者教教育育申申込込書書

申申込込月月   開開催催日日   実実施施時時間間   

  令令和和７７年年１１２２月月２２日日（（火火））・・３３日日（（水水）） ～～ ～～

  令令和和８８年年 １１ 月月７７日日（（水水））・・８８日日（（木木）） ～～ ～～

  令令和和８８年年 ２２ 月月３３日日（（火火））・・４４日日（（水水）） ～～ ～～

  

申申込込月月にに「「○○」」印印をを記記入入ししてて下下ささいい。。   

＊  開催場所：茨城県トラック総合会館 （防災・研修センター）  

＊  教育は２日間になります。昼食は各自準備お願いします。  

＊  受講者は、事業用トラックドライバー研修テキスト（１０冊組）を持参してください。  

＊  教育対象者は、運転手として新たに雇い入れた者で営業トラックの経験がない、あるいは

経験はあるが 3 年以上のブランクのある方が対象です。  

＊  茨城県トラック協会会員様のみ受講できます。  

 

 

会会 社社 名名    営営業業所所名名    

申申込込事事業業所所住住所所   〒      

電電話話・・FFAAXX 番番号号   TEL FAX 担担当当者者名名     

受受講講者者氏氏名名   
フリガナ  生生年年月月日日 性性別別 男男性性・・女女性性   

年 月 日 

採採   用用   年年   月月   日日   令和 年 月 日

受受講講者者のの運運転転経経

験験にに○○印印   

１ 事業用自動車（トラック）の運転経験がない者  

２ 事業用自動車（トラック）の運転から 年以上離れていた者

運運転転免免許許のの種種類類   普通・５トン限定準中型・準中型・８トン限定中型・中型・大型・けん引・（ ）  

所所属属支支部部   県北・日立・水郡線・常陸那珂・水戸・石岡・土浦・県南・水戸線・常総・古河・県西・鹿行  
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＝ 茨城県トラック協会  会員の皆さまへ ＝ 

初任運転者教育が ラーニングで受講できます  
す＜トラックドライバー初任運転者教育のオンライン型学習システムを導入＞

茨城県トラック協会では、従前より参集型の初任運転者特別講習を開催してお

りますが、それに加え、「いつでもどこでも」オンラインで学習し、受講資格を取得

することができる ラーニング（会員限定）を導入しました。会員事業所のパソコン

等から、Ｗｅｂでオンライン受講することができますので是非ともご活用下さい。

 

 
ラーニングの初任運転者講習はパソコン・スマートフォン・タブレット

に対応しており、いつでもどこでもお好きな時間に受講することが出

来ます。※ 環境での受講を推奨いたします。

☆この他、実際にトラックを運転させた安全運転の実技指導（添乗教育
等）が２０時間以上必要となります。 

【その他のメリット】

・会員事業者や受講対象者の都合に合わせて申込み、受講が可能。

・各講座に理解度チェックリストがあり、効果測定後に適切なフォローが可能。

・終了後に指導教育記録簿（修了証）、実車を使用しての指導項目教材一式をメールで送付。

【受講要領】

① 受講料金：無料（会員限定）
② 受講期間：５日間を１枠とし、この５日間に受講完了する。
③ 受講対象：会員事業者の新たに雇い入れた運転者とし、非会員の申込みは受け付けない。
④ 受講人数：１枠につき１事業所２名まで（１枠最大５名まで）とする。
⑤ 申込期限：受講開始日の３日前まで。
⑥ 申込確認：申込み受付完了後、入力頂いたメールアドレスに予約内容の確認メールが自動

配信されます。メールアドレスを間違えて入力しますと確認メールが届きません

ので、良くご確認の上入力願います。

☆お申込みは上記のＱＲコード、または
ホームページのネット予約ページから
バナーをタップ！

スマホ用 QR コード  

国土交通省で定めている「初任運転者に対する特別な指導」の法定義

務は１５時間以上。そのうち１２時間分の座学講座を ラーニングで

受講できます。※実車を用いた指導（３時間）は各社で実施し、記録を残して下さい。
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⑧

○

○ ④

○ ⑤

⑩
○ ⑨
○ ①
○ ③

○
⑦

○ ⑥

○ ②

Ⅶ．運輸安全
      マネジメント

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ その他

比　率

特　別（支局監査後の改善確認）

個　別（5両未満の霊柩事業者）

合　計

新　規（新規参入）

新　規（新設営業所）

特　別（労基通報による乗務時間調査）

通　常

Ⅴ．労基法等

1.就業規則が制定され、届出されているか。

2.３６協定が締結され、届出されているか。

3.労働時間、休日労働について違法性はないか（運転時間を除く）。

4.所要の健康診断を実施し、その記録・保存が適切にされているか。

Ⅵ．法定福利
1.労災保険・雇用保険に加入しているか。

2.健康保険・厚生年金保険に加入しているか。

1.運輸安全マネジメントの実施は適切か。

※「重点」の項目は、巡回時において調査する38項目中〇印の9項目です。否がある場合は総合評価が1段階下がる判定となります。
※「評価点」の項目は、太枠の25項目であり、安全性評価事業（Gマーク）の点数で合計40点です。

巡回種別／評価区分 合計

10.運行指示書の作成、指示、携行、保存は適正か。

11.乗務員に対する輸送の安全確保に必要な指導監督を行っているか。

12.特定の運転者に対して特別な指導を行っているか。

13.特定の運転者に対して適性診断を受けさせているか。

Ⅳ．車両管理等

1.整備管理規程が定められているか。

2.整備管理者が選任され、届出されているか。

3.整備管理者に所定の講習を受けさせているか。

4.日常点検基準を作成し、これに基づき点検を適切に行っているか。

5.定期点検基準を作成し、これに基づき、適正に点検・整備を行い、点検整備記録簿等が
保存されているか。

Ⅲ．運行管理等

1.運行管理規程が定められているか。

2.運行管理者が選任され、届出されているか。

3.運行管理者に所定の講習を受けさせているか。

4.事業計画に従い、必要な運転者を確保しているか。

5.過労防止を配慮した勤務時間、乗務時間を定め、これを基に乗務割りが作成され、
休憩時間、睡眠のための時間が適切に管理されているか。

6.過積載による運送を行っていないか。

7.点呼の実施及びその記録、保存は適正か。

8.乗務等の記録（運転日報）の作成・保存は適正か。

9.運行記録計による記録及びその保存・活用は適正か。

Ⅱ．帳票類の
     整備、報告等

1.事故記録が適正に記録され、保存されているか。

2.自動車事故報告書を提出しているか。

3.運転者台帳が適切に記入等され、保存されているか。

4.車両台帳が整備され、適切に記入等されているか。

5.事業報告書及び事業実績報告書を提出しているか（本社巡回に限る）。

順位

Ⅰ．事業計画等

1.主たる事務所及び営業所の名称、位置に変更はないか。

2.営業所に配置する事業用自動車の種別及び数に変更はないか。

3.自動車車庫の位置及び収容能力に変更はないか。

4.乗務員の休憩・睡眠施設の位置、収容能力は適切か。

5.乗務員の休憩・睡眠施設の保守、管理は適正か。

6.届出事項に変更はないか（役員・社員・特定事業者に係る運送の需要者の名称変更等）
（本社巡回に限る）。

7.自家用貨物自動車の違法な営業類似行為（白トラの利用等）はないか。

8.名義貸し、事業の貸渡し等はないか。

平成２９年４月　適正化巡回指導項目別調査結果

区分
重
点

評
価
点

調　　査　　事　　項
指導
件数

(否)
件数

(否)率

令令和和７７年年 月月 適適正正化化巡巡回回指指導導項項目目別別調調査査結結果果
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　　講講習習内内容容・・申申込込書書はは、、陸陸災災防防ののホホーームムペペーージジ（（茨茨城城県県支支部部））ををごご覧覧くくだだささいい。。

講習名 講習名

受講料(会　員） 受講料(会　員）

受講料(非会員） 受講料(非会員）

受講資格 受講資格

講習名 講習名

受講料(会　員） 受講料(会　員）

受講料(非会員） 受講料(非会員）

受講資格 受講資格

講習名

受講料(会　員）

受講料(非会員）

受講資格

１６，２８０円(テキスト代支部負担）

１７，８７５円(テキスト代1,595円含)

１８才以上、３年以上の実務経験者

ははいい作作業業主主任任者者技技能能講講習習

講習日 １月 ３１日（土） ・２月 １日（日）

講習場所
茨城県トラック総合会館

（水戸市見川町２４４０－１）

７，６４５円(テキスト代1,595円含)

８，７４５円(テキスト代1,595円含)

担当管理者（予定者含）

フフォォーーククリリフフトト運運転転技技能能講講習習

講習日
　学科：１月１９日（月）

実技:２０日(火)・２１日(水)・２２日(木)

講習場所
茨城県トラック総合会館

（水戸市見川町２４４０－１）

３６，６３０円(テキスト代支部負担）

３８，２８０円(テキスト代1,650円含)

１８才以上、普通運転免許以上所有

茨城県トラック総合会館

（水戸市見川町２４４０－１）

交交通通労労災災防防止止担担当当管管理理者者講講習習会会

講習場所

＜＜令令和和８８年年１１月月開開催催講講習習会会＞＞

１８才以上、普通運転免許以上所有

令令和和７７年年１１２２月月・・令令和和８８年年１１月月陸陸災災防防茨茨城城県県支支部部講講習習会会ののごご案案内内

フフォォーーククリリフフトト運運転転技技能能講講習習

＜＜令令和和７７年年１１２２月月開開催催講講習習会会＞＞

安安全全衛衛生生推推進進者者養養成成講講習習

１７，２７０円(テキスト代２，５３０円含）３８，２８０円(テキスト代1,650円含)

３６，６３０円(テキスト代支部負担）

　学科：１１月 ２９日（土）

実技： ３０日(日) ・１２月 ６日(土) ・ ７日(日)
１２月１８日（木）・１９日（金）講習日

茨城県トラック総合会館 茨城県トラック総合会館
講習場所

講習日

講習場所

安全衛生推進者に選任予定者及びこれに準ずる者

講習日 １月３０日（金）

（水戸市見川町2440-1）

１７，２７０円(テキスト代２，５３０円含）

（水戸市見川町２４４０－１）

～～ 茨茨城城県県トトララッックク協協会会会会員員へへおお知知ららせせ ～～

会会員員はは技技能能講講習習（（フフォォーーククリリフフトト、、ははいい作作業業主主任任者者、、小小

型型移移動動式式ククレレーーンン））をを労労働働局局長長登登録録教教習習機機関関ににおおいいてて

受受講講ししたた場場合合、、おおよよびび各各教教習習機機関関等等ににおおいいててテテーールル

ゲゲーートトリリフフタターー特特別別教教育育をを受受講講ししたた場場合合、、トトララッックク協協会会

へへのの請請求求にによよりり一一定定額額のの助助成成金金がが支支給給さされれまますす。。

詳詳細細はは、、トトララッックク協協会会業業務務部部へへおお尋尋ねね下下ささいい。。

陸上貨物運送事業労働災害防止協会

茨城県支部

ＴＥＬ：０２９（３０３）７２０３

ＦＡＸ：０２９（３０３）５０７０

～～ 講講習習会会にに参参加加すするる方方へへおお願願いい ～～

受受講講者者のの確確認認ののたためめ、、運運転転免免許許証証のの掲掲示示ををおお願願いいすするるここととがが

あありりまますす。。

発発熱熱等等のの症症状状ががみみらられれるる場場合合、、受受講講をを見見合合わわせせてて下下ささいい。。

各各講講座座、、開開始始時時間間のの１１００分分前前ままででにに集集合合ししてて下下ささいい。。

陸災防だより
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お知らせ

茨城県トラック協会人事異動（敬称略）

令和７年度茨城県産業安全衛生大会

　《協会新職員》
　発令日：令和７年１０月１６日付
　   いがらし   ゆうじ
　　五十嵐　祐治　   総務部付
　　　　　　　　　　陸上貨物運送事業労働災害防止協会茨城県支部調査役に採用

    　　　　　　     この度、茨城県トラック協会総務部に採用され、陸上貨物運送
　　　　　　　   事業労働災害防止協会茨城県支部に配属されました五十嵐祐治と
　　　　　　　   申します。長きにわたって、トラック業界で管理・営業等に携わ
　　　　　　　   ってきました。今後は、会員皆様方のお役に立てるよう精進して
　　　　　　　   まいりますので、今後のご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し
　　　　　　　   上げます。 

　１０月７日（火）、ザ・ヒロサワ・シティ会館において、令和７年度茨城県産業安
全衛生大会が開催されました。部門ごとに安全衛生表彰が行われ、陸災防茨城県支
部長表彰には、次の事業場が受賞されました。誠におめでとうございました。

　≪事業場賞≫（順不同）
　・株式会社細金商運　　　　・株式会社岡野興業
　・株式会社誠光運輸　　　　・有限会社トウタツ
　・株式会社久信田運送　　　・下館地区運輸株式会社
　・株式会社プロイコム常陸　・有限会社伊藤運輸

　大会では、佐藤悦子茨城労働局長よりご祝辞をいただき、最後は建設業労働災害
防止協会茨城県支部の細谷副支部長が大会宣言を読み上げ、満場一致で採択されて
盛会のうちに終了しました。
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